
令和　６年　６月　１日

１．事業主体概要

① 法人名　　 医療法人　オホーツク勤労者医療協会

② 代表者氏名 理事長　　堺　　慎

③ 法人の所在地 北見市常盤町５丁目７番地５

④ 法人の電話番号 ０１５７－２６－４７５１

２．概要

① 名　　称 看護小規模多機能たんぽぽ（共生型放課後等デイサービス）

② 目　　的

③ 運営方針

④ 責任者 所長　門脇　広

⑤ 開設年月日 令和　３年　５月２２日

⑥ 所在地 北見市常盤町５丁目４番７

⑦ 電話・ＦＡＸ番号 電話　０１５７－５７－７８５１ 　ＦＡＸ ０１５７－５７－７８５７

⑧ 交通の便 ＪＲ北見駅より車で５分

３．協力機関

① 協力機関名 オホーツク勤医協北見病院

４．職員体制

① 管理者 １人

② 介護支援専門員 １人以上

③ 介護職員 １０人以上

④ 看護師

５．営業日と営業時間

① 営業日 月曜日～日曜日

② 営業時間 通いサービス　午前１０時～午後４時００分

６．サービス提供時間

月曜日～金曜日（平日） 午後２時３０分～午後４時

休業日の場合 午前１１時～午後５時

看護小規模多機能たんぽぽ　重要事項説明書
　　　　（共生型放課後等デイサービス）

７人以上（いずれも訪問看護ステーションたんぽぽの訪問看護
師）

　医療法人　オホーツク勤労者医療協会が開設する看護小規模多機能たん
ぽぽ（以下、「事業所」という。）が行う共生型放課後等デイサービス
（以下、「事業」という。）の適切な運営を確保するために必要な人員及
び運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、障が
い児の意思及び人格を尊重し、適切な通所支援を提供することを目的とし
ます。

１　事業所は、学校教育法に規定する学校（幼稚園及び大学を除く。）に
　就学している障がい児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及
　び社会との交流を図ることができるよう、当該障がい児の身体及び精神
　の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び
　訓練を行うものとします。
２　通所支援の実施に当たっては、利用児童又は保護者が必要なときに必
　要な通所支援の提供ができるよう努めるものとします。
３　通所支援の実施に当たっては、北海道及び北見市、地域の保健・
　医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサー
　ビスの提供に努めるものとします。
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7  通常の実施区域は　通常の事業の実施区域は、北見市（端野、常呂、留辺蘂を除く）

８．事業の主たる対象とする障がいの種類

９．利用定員

　登録定員　２９名（指定介護事業所の要介護者と事業の利用児童の合計の上限）

　通いサービス　１５名（指定介護事業所の要介護者と事業の利用児童の合計の上限）

１０．サービスの内容

事業所は介護保険法に規定される看護小規模多機能型居宅介護との共生型サービスです。

地域の高齢者との関わり、介護・看護職員等のサービス提供により成長を支援します。

① 個別療育 ：療育目標を設定した個別プログラムに沿った個別指導を、随時行います。

② 集団療育 ： 療育目標を設定した個別プログラムに沿った集団療育を行います。

③

④ 健康状態を確認します。

⑤

⑥

１１．利用料等

① 提供されたサービスは、次のように自己負担額がかかります。

A 基本単価（授業終了後に行う場合）一回につき430円

　基本単価（休業日に行う場合）　　一回につき507円

B 延長支援加算　1時間未満の場合　           128円

　　　　　　　　1時間以上2時間未満の場合　  192円

　　　　　　　　2時間以上の場合　　　　　   256円

C 欠席時対応加算(1)（急病等により利用を中止した場合）　一回につき94円

D 個別サポート加算（１）2　1日につき120円

E 医療連携体制加算　Ⅳ　4時間未満　一回につき800円

F 医療連携体制加算　Ⅴ　4時間以上　一回につき1,600円

G 福祉専門職員配置等加算　一回につき15円

H 福祉・介護職員等処遇改善加算（上記A～Gの　13.4％）　　

② その他費用の額

③ 食事代

朝食360円、昼食510円、夕食510円（利用した場合のみ）

④ 利用者負担額の管理

　事業の主たる対象とする障がいの種類は、就学児で小・中・高等部在籍の身体障がい児、知
的障がい児、及び発達障がい児であり、医療的ケアが必要な児童。

関係機関との連携 ： 保健、医療、教育を含めた支援システムを構築するため、関係機関と連
携を図ります。

送迎サービス ： 障がいの程度、地理的条件等により送迎を必要とする利用児童については、
必要な送迎サービスを行います。

相談、助言に関すること : 利用児童及びそのご家族に日常生活における支援等に関する相談及
び助言を行います。また、事業所は障がい児入所施設その他関係施設から、事業所が支援を行
う上で、必要な技術的支援を受けます。

　事業において提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用で
あって、別途に負担していただく事が適当と認められる費用

　同一月に他の放課後等デイサービスを利用した場合、ご家族から依頼があったときは、他の
事業所と合計の額を算定します。
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⑤ 利用料金の支払方法

お支払い方法は、銀行振り込みまたは口座からの自動引落しとなります。

・銀行振り込みの方は、毎月月末までにご入金下さい。

・口座自動引き落としの方は、毎月２７日にご指定の口座から引き落としいたします。

　※請求書は毎月１５日頃に送付、また領収書はご入金を確認後ご自宅に送付します。

　　

１２．利用の中止、変更、追加

１３．通所支援計画について

１４．苦情の受付について　

① 当事業所における苦情の受付

当事業所における苦情やご相談は以下の専門用窓口で受け付けます。

　　　○苦情相談窓口　　　　ＴＥＬ０１５７－５７－７８５１

　　　　　　　〔職氏名〕　　所長　　門脇　広

　　　○受付時間　　        ９：００～１７：００

② 苦情処理の体制および手順について

（１）苦情がよせられた場合には、ただちに訪問するなどして詳しく状況を把握し、関係す

　　　る職員からの聞き取り等を行います。

（２）苦情等については、事業所として検討し、対応します。

（３）寄せられた苦情の内容および対応の経過等を記録し、事業所職員の再発防止に役立てる

　　　ようにします。

③ 行政機関その他苦情受付機関

各市町村介護保険担当課及び下記へお問い合わせ下さい。

○北見市障がい福祉課 所在地 北見市大通西３丁目１番地１

電話番号 ０１５７－２５－１１３６

Ｆａｘ ０１５７－２６－６３２３

○北海道福祉サービス 所在地 札幌市中央区北2条西7丁目1番地　

　　　運営適正化委員会 北海道立道民活動センター　3階

電話番号 ０１１－２０４－６３１０

Ｆａｘ ０１１－２０４－６３１１

１５．緊急時の対応方法

　サービス提供中に容態の変化等があった場合は、利用児童の主治医又は事業者の協力医療機

関への連絡を行い、医師の指示に従います。

　また緊急連絡先に連絡いたします。

主治医氏名

医療機関の名称

所在地

　利用予定日の前に、ご契約者の都合により、サービスの利用を中止又は変更もしくは新たな
サービスの利用を追加する事ができます。この場合には原則としてサービスの実施日の前日ま
でに事業所にお申し出下さい。

　事業所は、利用児童の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、利用児童・ご家族
と協議の上で通所支援計画を定め、またその実施状況を評価します。計画の内容及び評価結果
などは書面に記載してご契約者に説明の上交付します。

利用児童の主治医
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電話番号

医療機関の名称 　オホーツク勤医協北見病院

所在地 　北見市常盤町５丁目７－５

電話番号 　０１５７－２６－１３００

氏名

住所

電話番号

昼間の連絡先

夜間の連絡先

１６．衛生管理及び感染症、まん延防止等への対応

① 事業所の設備、備品等を清潔に保持し、衛生管理に努めます。

② 従事者等の健康状態を把握し、定期健康診断などの必要な管理を行います。

③ 従事者は、感染症の防止、食中毒の防止等に関する知識の習得に努めます。

④ 感染対策委員会を設置し、感染症拡大防止、感染予防について取り組みます。

⑤ 感染症等が発生した場合に、事業継続計画に沿った対応ができるよう研修及び訓練を行います。

１７．非常災害対策

① 非常災害に備えて消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、責任者を設定し

て非常災害対策を行います。

② 年２回以上、防火教育及び消火・通報・避難訓練を含めた総合訓練、非常災害用設備の使用方法

等の訓練を行います。また、年に１回は大規模自然災害に備え、事業継続計画に沿った研修及び

訓練を行います。訓練の実施においては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。

③ 定期的に事業継続計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行います。

１８．人権擁護や虐待防止等について

① 虐待防止対策委員会を開催し、その結果を従業者に周知徹底します。

② 虐待の未然防止、早期発見、虐待等への適切な対応等を定めた指針を整備します。

③ 高齢者の人権擁護、虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等を図るため、毎年1回以上、虐

待の防止のための研修を行います。

④ 上記を推進するための担当　：　管理者　門脇　広

１９．身体拘束廃止について

　身体的拘束その他の利用者行動を制限する行為を行いません。ただし利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合はその限りではありません。身体的拘束等

を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録します。

　事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次のように講じます。

① 身体的拘束等適正化検討委員会を開催し、その結果を従業者に周知徹底します

身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。

② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。

③ 身体的拘束等の適正化のため、定期的に身体拘束禁止等の研修を行います。

２０．秘密保持について

① 　当事業所は、サービスを提供を受ける上で、知りえた利用児童及び家族に関する秘密を正当
な理由なく第３者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様です。

緊急連絡先

協力医療機関
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②

２１．個人情報の取り扱いについて

① 個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることの無

いよう細心の注意をはらいます。

② 個人情報を使用する場合には、会議名、参加者名、内容等について、記録し保管するこ

ととします。

２２．事故発生時の対応 　必要に応じ報告

　　　報告

　   必要に応じ指示

　  調査

対応 　　　　　　報告

　

① 事業者は、事故の状況及び事故に際してとった処置を記録します。

② 事業者の責により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害を賠償します。

＊上記②に該当する事故・緊急事態を未然に防ぐための情報共有を、利用者・事業者ともに行な

　います。

２３．サービス利用にあたっての禁止行為

①職員に対して行う暴言・暴力、いやがらせ、誹謗中傷などの迷惑行為、及びパワーハラスメント

  、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止しています。これらの行為が認められた場合、サー

  ビスの中断や契約解除の対象となります。より良い信頼関係が構築できるようご協力ください。

②利用児童もしくはその家族等が、事業所もしくは職員に現金又は物品を享受することを禁止して

　います。

③事業所に現金（外出レク等で必要な場合を除く）、貴重品を持ち込むことを禁止しています。サ

  ービス提供中に紛失等のトラブルがあった場合はサービス提供中であっても一切の責任を負わな

　いものとします。

２４．自己評価・第三者評価について

自己評価実施日  2024年3月14日

　　公表の方法　事業所内掲示及びオホーツク勤医協ホームページにて公表

第三者評価は実施していない

以　　　上

看護小規模多機能たんぽぽ　同意書
　　　 （共生型放課後等デイサービス）

市町村 主治医

必要に応じ報告

家族

　当事業所は、個人情報の取り扱いについて下記に定める限り、利用児童および家族の代表者
等から同意を頂くことによって、情報を提供する事とします。

　当事業所では、かかりつけ医療機関あるいはサービス事業所等との連絡・調整おいて必要と
される場合、あるいは関係する行政機関および委託を受けた機関より報告や情報提供を求めら
れた場合等に、利用児童およびご家族の個人情報を使用することがあります。使用するにあ
たっての条件は次のとおりです。

協力医療
機関

説明・対応

事故発生

管理者

必
要
に
応
じ
指
示

必
要
に
応
じ
報
告
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　　　　　年　　　　　月　　　　　日

◎ 看護小規模多機能たんぽぽの利用開始にあたり、利用児童及び家族の方に本書面に基づい

て重要な事項を説明しました。

＜事業者＞ 所在地 北見市常盤町５丁目４番７

事業所 看護小規模多機能たんぽぽ

説明者氏名 印

◎ 看護小規模多機能たんぽぽの利用開始にあたり、事業者より本書面に基づいて、重要な事項

の説明を受けました。

＜利用児童＞ 氏名

＜保護者＞ 住所

氏名 印

利用児童との関係
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